
船舶事故等調査報告書 

平成２４年８月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第３８号 

事故等種類 衝突（橋脚） 

発生日時 平成２３年１１月２７日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 高知県土佐市宇佐港宇佐大橋  

土佐市所在の白ノ鼻
しらのはな

灯台から真方位２９５°２,３５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°２６.４′ 東経１３３°２６.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八しんこう丸、１９９トン 

 １３３０１４、有限会社戸田水産 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷中央部外板に凹損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、空船で手動操舵により約４ノット

（kn）の対地速力とし、小型船に誘導されて宇佐港内の宇佐大橋下を南進

中、船長が、誘導船を見失い、誘導船との追突を避けるために機関を中立

にしたところ、平成２３年１１月２７日０６時３０分ごろ、潮流により圧

流され、右舷中央部が宇佐大橋中央部の橋脚（以下「本件橋脚」とい

う。）に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２ 

海象：潮汐 上げ潮の末期、潮流 南西流約４kn 

日出時刻：０６時４８分 

その他の事項  船長は、本事故発生場所の航行経験が４回程度あったが、日出前の航行

は今回が初めてであった。 

 誘導船は、総トン数が約０.５トンであり、薄明時では船体及び灯火が

見えにくく、速力が遅かった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、宇佐港宇佐大橋下を南進中、船長が潮

流による圧流を考慮した適切な操船を行わなかっ

たことから、本件橋脚に衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、宇佐港宇佐大橋下を南進中、船長

が潮流による圧流を考慮した適切な操船を行わなかったため、本件橋脚に

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・日出を待ち、潮流が弱まってから航行すること。 

 




